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厚生常任委員会 

 

                     

 平成１３年３月１６日午前９時から第一会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

        ◎木田 守彦   ◎村中 政昭   里川 宜志子   

     喜多 郁子       吉川 勝義   萬里川議長 

    欠席委員 村中 政昭 

 

２．理事者出席者 

                    町    長 小城 利重                    助    役 芳村  是 

                      収  入  役 中野 秀樹                総 務 部 長 植村 哲男 

                  住民生活部長  中井 克巳                    福 祉 課 長 浦口  隆 

                      同課長補佐  寺田 良信                    同課長補佐 植村 俊彦 

                     健康推進課長 西田 哲也                    同課長補佐 西梶 浩司  

                      環境対策課長  水田 美文                同課長補佐 川端 伸和 

                 同課長補佐 西野  逸                  同 係 長  栗本 公生 

                      住 民 課 長 阪野 輝男                    同 係 長  清水 昭雄 

 

３．会議の書記 

          議会事務局長 小野 美枝子      同  係  長  上埜 幸弘 

 

４．審査事項 

          別紙の通り 
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委員長 

 

 

 

 

 

町 長 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康推進

課長 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 開会宣言（午前９時００分） 

 全委員出席されておりますのでただいまより、厚生常任委員会を開

会いたします。 

 それでは、本日の会議を開きます。 

 始めに町長の挨拶をお受けいたします。町長 

 

  （ あいさつ ） 

 

 まず最初に本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

署名委員に、村中委員、吉川委員のお二人を指名いたします。 

 本日予定しております審査案件は、お手元に配布しておりますとお

りでございます。 

 初めに、３月議会付託議案についてであります、 

議案第６号、平成１２年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）についてを議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 

 （議案書朗読、補正予算書により説明） 

 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 
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委員長 

 

 

 

 

 

福祉課長 

 

委員長 

 

吉川委員 

 

 

福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 異議なしと認めます。よって議案第６号については当委員会として

満場一致で承認すべきものと決しました。 

 続いて、議案第９号、平成１２年度斑鳩町介護保険事業特別会計補

正予算（第２号）についてを議題といたします。理事者の説明を求め

ます。 

 

 （議案書朗読、補正予算書により説明） 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 ５ページの歳出の中で介護認定審査会費の金額が大きいように思

う。もう一度内容を詳しく教えてください。 

 

 年度当初は５００件程度はあるということで、と言いますのは平成

１１年度中の期間でほぼ認定申請をされるという状況でありました

が、現実には１２年度で申請される方が多くなったということです。 

当初月５件程度の予算を見込んでおりましたが、現実には月２０件か

ら２２、２３件程度の申請があるということで、これらに伴いまして

手数料等の増額があったということでございまして、約２７０件程度

の見込みになるという中で、申請手数料の補正をお願いするというも

のであります。 

 

 これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第９号については当委員会として

満場一致で可決すべきものと決しました。 
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事務局長 

 

委員長 

 

 

喜多委員 

 

 

住民生活

部長 

 

 

喜多委員 

 

 

 

住民生活

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて、請願第１号、し尿処理場鳩水園建設に伴う補償として自治

会集会所建設を求める請願書についてを議題といたします。 

  この請願書について事務局長より朗読していただきます。 

  

 （ 請願書朗読 ） 

 

 この請願に関して、委員皆さんから意見や理事者に対してお尋ねし

たいことがございましたら、お受けいたします。 

 

 昭和５２年にし尿処理場ができて、それ以後処理場の周辺に補償と

いいますか、そういう約束がされていなかったのでしょうか。 

 

 請願が出ております昭和町の自治会に対しましては、処理場の設置

に伴ってのそういう要望事項をとりまとめて締結した経緯はございま

せん。 

 

 約束はできていなかったということなのですが、それではこういっ

た施設をつくったところでそういった補償をされていないところはあ

りませんか。 

 

  他の施設で補償等を締結をしていないでそういう補償関係で実施し

た地域はございません。補償等の関係で覚え書きなどを締結をさせて

いただく中で、事業等を実施させていただいてきたということはござ

います。ただ、昭和町に関しましては一般質問でもお答えさせていた

だいていますように、神南の農家組合、水利組合のご要望に応じて、

神南地域の区域外と申しましょうか水利組合とか農家組合が管理され

ておられます水路等につきまして昭和町の自治会内の水路等の改修に

つきましては、ご要望に応じて実施させてもらいました経緯はござい

ます。 
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吉川委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

住民生活

部長 

 

 

 

里川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助 役 

 

 

 

 

 今の答弁に異議があります。昭和町には全然ありません。笠町地区

はありますが、昭和町はありません。はっきり調べて答弁をしてもら

わないと困ります。 

  できますれば、昭和町と神南の地図を見せてもらったらよく解るの

で要望したいのですが。 

 

 すぐに地図の用意はできますか。 

 

  はい。 

  申し訳ございません。吉川委員のおっしゃるように私の間違いで、

工事を実施させていただいたのは笠町の所で、地図の関係につきまし

ては少し時間をいただけたらと思います。 

 

 私自身は補償工事のことについては非常に複雑で難しい問題である

という捉え方をしておりまして、だからこそ補償につきましては、町

として一定の考え方を持ってこれまで進めてこられているのであろう

と思うのです。これは町としての考え方をもう一度確認をしたいと思

うのですが、補償が必要であるという公共施設を建てる場合、その補

償が必要であるのかないのかということの判断はどのようにしている

のか。また補償工事をする場合はどういう手続きを持って、補償工事

をやってきたのか。これらについて今後も町としてはその補償工事に

対する考え方というのは一定のこれまでやってきた考え方であくまで

も進めていくという認識を持っておられるのか。行政側の問題として

伺っておきたい。 

 

 いろいろ施設を建設する場合、補償をもって支援対策をしていくと

いう経緯は当然委員の皆さんはご存じだと思います。その中で補償の

範囲の基準ということは、非常に判断がしにくい。ただ、各自治会等、

水利組合、農家組合そういう住民が影響を受けるというようなことに

なれば、それに対して町は考えていくという経緯で今まで来たわけで
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喜多委員 

 

 

 

助 役 

 

 

 

 

 

 

 

喜多委員 

 

 

 

 

 

助 役 

す。従いまして、補償についてのエリアというのは基準がないという

ことでございます。 

 しかし、受認の限度といいますか、一般的に考えてそこまで補償を

する必要がないということは両者の協議の中で決めてきたという経緯

でございます。これからもそういう形で進めなければいろいろ事業を

していく中で難しい問題が出るのではなかろうかと思います。 

 いずれにいたしましても、付近住民と支援対策について両者合意の

上で事業を執行していく。これが原則であります。従いましてご質問

のように補償基準とか、補償エリアとかそういうものの基準はないと

いうことでございます。 

 

 昭和町についてはそういう約束事がないということですが、鳩水園

は背景に神南の住宅がたくさんあるわけですが、神南の自治会とはそ

ういった取り決めもあって補償されたという経緯があるのですか。 

 

  今回の鳩水園に対する支援対策補償につきましては、神南につきま

しては大字神南、そして神南水利組合、神南の農家組合の３団体と覚

え書きを交わしてその中の対策についてとりまとめたということでご

ざいます。 

 ただ、この中に大字神南ということがあるわけでございます。その

大字神南がどこまで入っているのかということを大字神南の皆さんと

協議してきた。こういうことでやってきたと、このように思います。 

 

 神南の中の第２神南というところと、水利組合、農家組合の方々と

話合いをされて、補償をされたというように理解したのですが、それ

では川を隔てて稲葉地区がありますね、稲葉の地区はこの施設に対し

て影響があるのかないのか、そしてそういった補償問題について稲葉

の地域とも話し合いをされたのかどうか。 

 

 当然稲葉とこういう形で覚え書きを締結し、し尿処理場に対しての
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喜多委員 

 

 

 

助 役 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喜多委員 

 

 

 

 

助 役 

 

 

 

 

 

 

喜多委員 

補償をしております。これは事実です。 

 

 最初のいきさつが解らないからお聞きしているのですが、第２神南

という範囲をどこまで理解されたのか、昭和町も含めての話で第２神

南であったのか、その辺をお聞きしたい。 

 

  大字神南のことでございますね。この神南地内においての支援対策

ということで、大字神南総代と覚え書きを締結したということでござ

います。それが昭和町に対しての補償、覚え書きというのはいかがな

ものかなと思います。というのは大字神南総代と覚え書きを締結して

おります。その当時昭和町が自治会を結成して間もないときで、そう

いうことが解らなかったと言っておられるわけです。その当時のこと

はよく解りませんが、町といたしましても先ほど部長が申しましたよ

うに大字神南総代と水利組合長、農家組合長と覚え書きを締結したと

いうことでございますから、それから判断いたしますと昭和町は含ま

れていないという解釈をしております。 

 

 当初のいきさつが少し解ってきましたが、そうしたら昭和町を放っ

ておかれてこの事業は稲葉と神南の補償だけで済まされようとしたの

か、それとも補償の声が挙がらなかったから放っておかれたのかもう

一度お答えいただけますか。 

 

  その点定かでないのですが、衛生処理場の場合ですね、これは４自

治会とやっております。そういうことから考えますと、その当時自治

会が結成されて間もない時期で解らなかったということから、この鳩

水園の建設についての対策としては大きな声が挙がらなかったのでは

ないのかなと、そういうことから考えて町もそういうふうに対応しな

かったのではないのかなという判断をします。 

 

 もう少し突っ込んでお伺いしますが、そういった判断にいたらなか
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助 役 

 

 

 

 

喜多委員 

 

 

 

助 役 

 

 

 

吉川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ったということは、今に思えば反省すべき点かなと現時点において思

っていらっしゃいますか。 

 

  反省するとかしないではなしに、今こうして集会所を要望されて、

これはあくまでも鳩水園に対する支援対策として昭和町がこういう請

願書を出されたということであって、それを反省するかしないかは別

問題であると考えます。 

 

 そうしたら今この請願書が出ておりますが、請願の願意は集会所を

作っていただきたいということなのですが、これに対応するお気持ち

はございますか。 

 

 これは、今請願について委員会でご審議を見守るという段階でござ

いますから、いろいろ委員会のご審議を願う中で町も考えていきたい

と考えております。 

 

 請願書にも書かれていますが、今喜多委員からも出てますように自

治会発足してから間もないときにし尿処理場建設がなされた。当時は

要望する術も知らなかったと、そういうことであるのですが、私もお

聞きしたいのですが、私は神南に住まいしておりますので神南につい

てはかかわってきたわけですが、悲しいかな昭和町の自治会について

はかかわってこなかったので申し訳なく思っています。ただ先ほど指

摘しましたように笠町地区については水利組合、農家組合の関係で、

田圃がありました。そこの要望は出させていただいております。 

 それと、この昭和団地自治会はこれまでにし尿処理場建設に伴って

補償的な要望が今までにあったのかどうか。もしあったのならその内

容といつ頃どのように対応されたかお聞かせ願いたい。 

  ２点目に、この請願に書かれていますように集会所の必要性を訴え

ておられるわけですが、町としてどのように受け止めておられるのか。 

 ３点目として、集会所建設にあたって町はし尿処理場の補償工事と
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助 役 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民生活

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して建設されるお考えはあるのかどうか。 

 ４点目に、ないとするならばその理由と今日までの全面的に協力さ

れてきましたこの昭和町自治会の住民の方々にどのように言い訳を

し、説得されようとしておられるのか。 

 ５点目に、必要であるとお考えであれば、この請願書の趣旨を理解

していただくものかどうかお聞かせ願いたい。 

 

  ３点目につきましては、この請願書を通じて町が補償として集会所

を建設する考えがあるのかということでございますが、先ほど申し上

げましたようにこうして請願書が出ている限り、考えがあるのかない

のかということは言えない。委員会の方でいろいろご審議をしていた

だいて、それによってするかしないかになってくると思います。 

 集会所が必要であるかということでございますが、これは当然集会

所と申しますのは住民組織のコミュニティという学習の場でございま

す。そういうことを踏まえながら各地域で集会所施設は当然必要なも

のと思っております。従いまして、地域集会所は地域集会所建設等補

助金交付要綱によって町は助成するという対応をとっておりますの

で、それについてはこのように実行していくということになります。 

 

  １点目の昭和町自治会から補償に対しての関係の話があったかどう

かということですが、私が聞いております中ではそういう経緯はなか

ったということであります。 

  ２点目の請願に対して町はどう受け止めているかということでござ

いますが、助役の方からお答えさせていただいていますように、こう

いう形で昭和町の自治会における集会所がコミュニティ施設という形

のものがないということは承知しているところでございます。ただ

我々としてはこの請願書を出されたということを認識する中で、本来

鳩水園の建設に関する要望書ということについては、今まで考えても

いなかったというのが本当のところでございまして、そういうことで

ご理解を願いたいと思います。 



 10 

 

吉川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 図面があったら皆さんによく解ってもらえるのですが、私たちが神

南の土地へ鳩水園ができているわけですが、それに一番面しているの

は昭和団地です。確かに神南は細長く面していますけれど、昭和町は

面積的には少ないですけど、一番近くで面しているところなのです。

鳩水園にかかわらず今までに火葬場とか焼却場についても申し上げて

きたようにやはり近く関係しておられる所についいては町が調査し

て、仮にその自治会から要望がなかってもこちらから了解を得るとい

う姿勢が私は必要だと思う。言って来なかったらしないということで

はないと思う。 

 一番面しています昭和町の自治会には何の補償もない 鳩水園、学

校も含めましてあの地域の造成をやるときに、一番迷惑をかけたのは

昭和町である。助役さんの方からもいただきましたように、やはり地

域の集会所というものは必要である。昭和自治会にもお聞きしますと、

この建設をするために今までにも大変苦労をされております。法隆寺

第３団地とか後で出来た団地につきましては、公園緑地とか、集会所

建設についても開発の時にお願いしてやっていただいているわけです

が、昭和町の場合は３９年４０年頃に農地転用だけで造成がされた。

今現在ガス管、水道管が民家の下に入っているということで建設委員

会の方でいろいろ議論を願っているところでございます。補償という

関係ついては何の自治会に対するものがありません。この請願の署名

が１７８名と書いておりますが、これは１軒に１人ということで署名

されております。この辺も理解をしていただきたいと思う。是非とも

この請願が取り上げられて、この委員会で審議された経緯を踏まえた

中で町は考えるとおっしゃっていただいておりますが、今までの経緯

を踏まえる中で私はこの請願に沿って町の方で考えていただきたいと

思う。 

 

 昭和町もいろいろ努力をされて、この地縁団体もできるということ

は公民館建設に向けて努力しておられるということを伺っておりま
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委員長 

 

 

村中委員 

 

 

 

す。この関係等については、議会が一致して６日の一般質問あるいは

建設水道常任委員会でも出てますように、あのガス管水道管について

昭和町は何も補償されていない。吉川委員さんがおっしゃったような

ことを申された議員さんがおられるわけです。私はここで一致しなけ

ればいけないのは、反省は反省をしないといけませんが、どうなって

きた経過が我々としては解らないことがあるわけですが、その辺のこ

とを踏まえる中でお互いにこういうことが起こってしまったというこ

とについて、前向きに昭和町のものを始めていくとしたら、議会とし

ても一致して確認していかないと、今後またこういう問題が繰り返す

こともあろうかと思います。だからこれから仮に都市計画決定を打た

れる５００ｍ範囲ということによって必ずそういうことについて協議

をしていくということの覚え書きを交わしていく。やっぱりこの請願

が出た趣旨を考えて、これを採択するとすれば議会としても町として

もそういうことで一致するということにしておかなかったら、他の議

員からこのことはおかしいと言われることになる。するとしたら一致

してやっていきたい。 

 昭和町にしても苦労されている中で、公民館の用地が決定すればい

いですが、用地もまだ定まらないようでありますし、その辺のところ

を踏まえて町としても協力はしていきたいですが、やはり議会として

一致団結していただいて、この関係等について進めていこうとおっし

ゃっていただくのなら我々としても是非取り組んでいきたいと思って

おります。 

 

 議員の皆さんにご理解をしていただくために地図を配布していただ

きます。 

 

 当初昭和自治会も一体として考える必要があったのではないかと思

う。以前のことをとやかく言うわけではありませんが、旧神南大字と

昭和町とは接続したものではなかったのかという気がするわけです。

そうしたことからこういう要望が出てきている以上、十分な検討をし、
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喜多委員 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

喜多委員 

 

 

 

吉川委員 

 

 

 

 

助 役 

 

 

 

 

吉川委員 

 

要望に応えていく必要があるのではないかと思う。 

 

 地図を見せていただいて、村中委員がおっしゃるように神南と昭和

町は一体であるようにしか見えないのです。それで当時の建設に向け

ての地元説明会というようなものに昭和町は抜かれたのですか。細か

い話で恐縮ですが。 

 

 抜かれたというより、昭和町にはそういうことがなかったと思いま

すし、この当時は水利組合や農家組合とそういう関係についてまずそ

ういう施設が出来る中で水質の問題などが出てくる中で、補償の問題

等ができあがったと、ただ昭和町はそういうものについてなかったと

いうことではないかと考えます。恐らく神南、笠町、稲葉という団体

だけに終わっていると思います。 

 

 それでは参考までにお聞かせ願いたいのですが、覚え書きをされた

地域にいくらぐらいの補償をされているか、金額的に解れば教えてく

ださい。 

 

 今笠町という話があるわけですが、笠町も自治会ではないのです。

ただ笠町に水利組合と、農家組合が関係していたので、この関係でこ

こも一緒にやってほしいということがあっただけで、仮に笠町自治会

ということになると話題に上がっていたと思う。 

 

  今お尋ねの補償の工事額ですが、平成８年から平成１２年度まで、

平成１２年度は見込みでありますが、それまでの累計では神南が約５

億８，０００万円、稲葉が約３億５，５００万円、稲葉につきまして

は１０年、１１年、１２年で補償が終わっております。 

 

 理解をしていただくためにお願いしたいのですが、ここにも謳って

いますように、神南自治会については１８０戸ほどしかない。昭和町
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喜多委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助 役 

 

 

 

 

 

 

 

は２１０戸、２１０戸の自治会で公民館がないところは少ないと思う。

地域の何をするにも民家を借りてやっておられます。皆さんも感じて

おられますように公民館建設は是非必要だと思うのです。 

 私も鳩水園に面している自治会をなぜ放っておくんだということを

その時気がついたら良かったのですが、今になって残念に思っていお

るわけです。そういうことも含めまして、他の委員皆さん、理事者の

皆さんのご理解を是非ともお願い申し上げます。 

 

 今補償額をお聞きいたしました。私が一番はじめにお聞きしました

ときに、こういう斑鳩町の施設を建てた中で補償をされていない地域

といいますか、うっかりといいますか漏れたところはないですかとい

う質問に、お答えはなかったと聞いているのです。なかったというこ

とであればこれが１件取り残されたところであろうと思うのですが、

まずこういったことは前例をつくるのは良くないと思う。だけど相当

額の金額で地域に補償されているわけです。同等に一体化した自治会

でありながら、補償の対象にしてこなかったという行政側の漏れ落ち

があったわけですね。ですが今後このようなことがないように、こう

いう施設をつくるときには周辺の自治会というものに対してしっかり

と話は詰めておいていただきたいと思う。その意味も含めまして昭和

町の鳩水園に対する補償としての集会所というものは出きる限り行政

の力でご意向に沿うような形にしてもらえたらなと思っております。 

 

  喜多委員の反発になるのですが、取り残されておるということは私

の方は思っておりません。当然当初の支援対策の中でその相手として

の地域には入らなかったということです。先ほど言っていますように

その地域から声が挙がらなかった、そういう中で大字神南総代、並び

に神南農家組合、神南水利組合と支援対策に関する覚え書きを締結し

たということでございますので、取り残されたということではないと

思っております。 
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村中委員 

 やはりそういう施設をつくるときは、言ってこなかったからとか、 

言ってこられた所だけという考え方は止めてほしいと、民間が施設を

つくるときはずっと周辺の人家に１軒１軒承諾を求めるような努力を

するわけです。そこには決してここまでしかないという問題でなく、

影響を及ぼすであろうという想定された地域に対して、地域の家に対

しては、民間の企業は一生懸命誠意を持ってこられるわけです。です

からそういう意味を言っておりまして、今後このような実態が起こら

ないように、今まで昭和町の皆さんが、集会所を自分たちの力で建て

ようか建てまいかという話があったのかなかったのか私が知るところ

ではありませんが、今こうやって集会所の意義というものは認識して

いるつもりですが、２４年後になってからこういう声が出てくるよう

ではいかんなと思ったので申し添えておきます。 

 

 ただ一番懸念されるのは２４年間過ぎていたと、やっぱり反省する

ことについては反省しなくてはいけません。この問題は、私は水道管

の布設については、神南、昭和団地についてはあれだけの土を運んで

も何もしていないやないかと、住民の方にはいろんな考えを持ってお

られる方もいる。だから私が皆さんに申し上げるのは、そういういい

ことだけ言っておいて、チラシを撒いて見られた方はまさにそう思わ

れます。そのことが一番問題だと私は言っているのです。だからみん

ながそういうことを思っていただいたら、これからバイパスの５００

ｍの範囲の中で皆さん方と膝をつき合わせて協力を求めるのですか

ら、そういうことを確認していこうということを私は申し上げて、そ

して今この問題については議会も町も一致しておかないと、請願書が

出たから町に任すというのではなく、議会もこの件については昭和町

として公民館をつくってほしいと、これだけひとつお願いしたいと、

いうことの確認さえ出来たら、町としても努力していこうという気持

ちで、積極的にやらせていただきたいと思います。 

 

 全員一致という形のものが本当に好ましいべきなんでしようが、い
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里川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

ろいろものの考え方の違いがあると思う。その中でごみ焼却場の建設

に伴って、高安西団地、睦この辺についても、現在上がってきている

課題のような形の中で返答され、取り組んで来られた経緯があるので

はないかと思うのです。東里の施設につきましても同じような形が考

えられると思う。そういう中で、１６人の者を１６人共という形はな

かなかしんどいと思いますが、その辺は十分に検討していただいて、

地元住民の方々の要望に沿っていただきたいと思います。 

 

 私も心配しておりました点を町長も触れていただきましたので、私

も議会へ上がってから総務委員会に所属しておったときから、集会所

に関していろいろ町内での問題などもあって、今現在も議会で取り上

げられているような状況の中で、集会所というと私も非常に敏感に反

応いたしまして、ですから昭和町からお出しになられたこの請願の願

意については私ども理解をしておりますし、やはり住民の皆さんの要

求に応えていけたらいいなと思っているのですが、そのためにも補償

工事についてのきちっとした考え方をもって望んでいただいて、今の

情報公開の時代ですし、今までに集会所についていろいろなことがあ

りましたので、その辺について理事者側がきちんと整理付けていただ

けるのであれば、この点についてもできるだけ住民の皆さんの意思に

沿って進めていただけたらなと思っております。 

 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 この請願につきましては、当委員会としてとりまとめのために休憩

を取りたいと思います。 

 暫時休憩します。（午前１０時１０分） 

 

 （ 休 憩 ） 

 

 再開いたします。（午前１０時３０分） 

  ただ今議題となっております請願につきまして、休憩中に委員皆さ
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委員長 

 

 

 

 

福祉課長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

んよりご意見をいただき、それをとりまとめさせていただきました。 

  当委員会としては、地元の強い要望を酌ませていただきたいと思い

ます。そして今後行政が地元自治会に対し、適正な指導をしていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それで、この請願書について当委員会での賛否を取りたいと思いま

す。 

 請願第１号についてお諮りいたします。本件について採択すること

に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

 （ 全員挙手 ） 

 

 全員賛成であります。よって、請願第１号については当委員会とし

て満場一致で採択することに決しました。   

 次に、継続審査案件であります（仮称）総合福祉会館整備計画につ

いてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 

 

 （仮称）総合福祉会館整備計画については、前回の委員会で報告さ

せていただきました以後、引き続き交渉にあたっておりますが、進展

の内容については前回と同じようなことでございます。引き続き交渉

にあたってまいりたいと考えております。  

 

 説明が終りましたので、質疑意見があればお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本件については、説明を受け一定の審査を行ったということで 

終ります。 

 続いて、その他審査事項といたしまして、 

議案第５号、平成１２年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）につい
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環境対策

課長 

 

住民課長 

 

委員長 

 

村中委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉課長 

 

 

てのうち、当委員会所管に属するものについて、理事者の説明を求め

ます。 

 

 （福祉課所管にかかる補正予算の説明）  

 

 （環境対策課所管にかかる補正予算の説明） 

 

 

  （住民課所管にかかる補正予算の説明） 

 

 説明が終りましたので質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 ２６ページの老人福祉費の中で、１３，７３９千円の減額というこ

となのですが、減額だけがいいんではないと思う。平成１１年度の決

算額委託料についてお聞きしたいと思う。福祉の後退ということがな

いのかどうかということで、特に委託料の中での在宅介護支援センタ

ー委託料の１１年度はいくらであったのか、あるいはどの位の人数が

１２年度に見ておられておられたのか。 

 それと２７ページで、ふれあいセンターの中で、光熱水費５，２９

０千円とかなり大きな金額で減額されていますが、これは水道で減っ

ているのか、光熱費で減っているのか、なぜこれだけ当初予算から減

ってきているのかもう少し詳しくお聞きしたい。 

 それと２９ページですが、塵芥処理費の補償金なのですが、これに

ついて課長の方から地元でうまく協議が出来ていなかったというふう

に聞いたわけですが、それについてもどういう形で協議が出来なかっ

たのか教えていただきたいと思う。 

 

 ２６ページの委託料の関係ですが、１１年度の決算額との比較とい

うことでございますが、介護保険にかかります高齢者の対策の分とい

うことで比較はしにくいわけですが、その中で当年度２５４万５千円
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課長 

 

 

 

 

 

 

里川委員 

の委託料の減額をお願いしている分でありますが、これにつきまして

は第２慈母園の開設が４月ということで予定しておりましたが、県の

許認可の手続き等がございまして７月に許可をされております。この

関係で町につきましても、この開設時の７月に合わさせていただきま

したので、日割り計算をさせていただいたということでございます。 

  福祉の後退ということでございますが、今日まであくなみ苑の方で

外来の方をお願いしておりましたが、７月から第２慈母園に開設いた

だいて内容については変わっておりません。 

 それから、軽度生活援助事業の中で１，３０６千円の減額をさせて

いただいておりますが、これにつきましては、当初１３２名の方が利

用されるということで見込んでおりましたが、自分で出来るという範

囲がございますので、あくまで自立の方も対象にしておりましたので、

その中で実際に利用されたのが３人程度しかなかったということで減

額の補正をさせていただきました。 

 ２７ページの光熱水費でございますが、これは当初予算の中では利

用実績等につきましても変わってくるものでございますが、減額させ

ていただいておりますのが水道料金で２９０万円、ガス料金で約３５

０万円の減額をお願いしているものです。これにつきましては当初の

見込み人数等で若干変わってくると思いますが、１２月までの実績を

見て減額をお願いするというものであります。 

 

 ２９ページの塵芥処理費の補償金として２，１４８万４千円、この

内訳といたしましては、幸前地域で約２６５万円、これについては測

量に伴う地権者の一部のご承諾が得られなかったということで減額さ

せていただいております。それと高安地区については、残りの１，８

８４万円ほどで、これにつきましては行政界区域という中で、安堵町

との水域の関係で調整がつかなかったということで、その辺につきま

して工事等について減額させていただいております。 

 

 ２６ページにあります介護保険システム開発業務委託料ということ
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課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、制度の改正に伴っての分であるということをお聞きしていたので

すが、実は私、保険料関係の調査とかをしたりするのにうちの町も含

めまして近隣７町の状況を調べたりする中で、今後システムの問題な

のですが、保険料階層別とか、それから要支援とか要介護度別でシス

テムがきちっと統計的にいろんな分析をするために数字を引っ張れる

ようになっているのかどうか。それがもしなっていないのであれば今

後どのようなことが望まれるかお聞きしたい。 

 それと、福祉の後退ということを村中委員もおっしゃっておりまし

たが、２６ページの中の老人福祉費の扶助費を見ておってそれを感じ

ていたのですが、老人福祉施設措置費がマイナスになっているわけで

すが、受給者の見込みが下回るということで説明があったのですが、

介護保険がスタートして、逆に行政側としては受給者がこれくらいに

なるのかなという見込みを立てておられたのが、介護保険がスタート

して、以外と利用の減が起こってきているのではないかというように、

それと介護保険に移る、介護保険に移れないという人とかの見通しが

どうだったのかと、その辺を担当課の方で分析されていたら教えてい

ただきたい。 

 

 第１点目のシステムのことでございますが、確かに介護保険システ

ムにつきましては県や国へ報告する数字をどのようにして出すかとい

うことをもとに開発をされているわけです。ですから法律上定められ

た数字、報告をする数値を出すということを基本においておりますの

で、確かに委員さんがおっしゃいますように要介護毎別の給付実績を

出すとか、そのようなシステムは現在組まれていない状況であります。

これにつきまして、そういうシステムを組むとなりますといわゆるオ

プションといいますか、町単独のシステムを経費をかけてつくってい

くということになろうかと思います。本町の場合ですと、介護保険の

システムにつきましては、日本電子計算の方に開発をお願いしている

わけですが、日本電子計算の大阪支社で言いますと約１００ぐらいの

自治体を持っておりまして、開発につきましては全て一括開発、その
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吉川委員 

開発にかかる費用を市町村で分担して出すという形で委託料などの金

額を算定していただいているわけです。ですからその中で、我々も奈

良県で日本電子計算の委託を受けてやっている市町村が数市町村あり

まして、広域７町の方でも平群町、上牧町が該当しているわけであり

まして、それら担当者とも協議して、こういう数値が電算で出ればい

いなという意見交換はしておりまして、それらについては日本電産で

行われますユーザー会議などの場で意見として言わさせていただいて

いるわけです。全体として必要であれば開発をしてはいただけるわけ

ですが、現在町が単独でやる場合は経費が必要ということになってお

りますので、この分については担当者の方で手で集計しているという

のが実態でございます。 

 次に、扶助費の方で数字の見通しが良くなかったのではないかとい

うご指摘だろうと思います。現に扶助費の関係でいいますと、紙おむ

つ、あるいは介護手当の方ですが、これまで抽象的に常時寝たきりで

あるとかそのような表現で留めていた対象者を要介護認定が導入され

ました結果、要介護４，５という認定をもって対象者にするよう条例

等を改正させていただいたわけです。その結果、確かに要介護３より

も軽度の方につきましては、対象外になるということで一時はこの数

字が落ちたわけです。その意味では要介護４，５の方が１１年度まで

この介護手当が紙おむつの対象者として町が把握し切れていなかった

というのは事実だと思います。それで対象者が急激に減りましたもの

で、在宅介護支援センターあるいはケアマネージャーに斑鳩町ではこ

ういうサービスもやっていますよということで、要介護者の方あるい

は家族に周知を図っていただきまして、現在では措置をやっていたと

きよりも同等か上回る程度の対象者に申請をいただいているところで

す。ですから今回減額をお願いした分は、それまでどうしても周知を

図れなかった部分について対象者が少なかった分についての減額をお

願いするものであります。 

 

 ２７ページのいきいきの里の高熱水費で水道ガスで５２９万円の減
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額になっておりますが、当時の見積の誤りもあろうかと思いますが、

入場者数との関係についてはどうなのでしょうか。 

 

 当初予算計上させていただくときに、これの施設の運営にかかわり

ますランニングコストというのをはじかせていただいております。そ

れが当初思っておったよりも実績を積み重ねていく中でこの数字に落

ちたということでご理解をいただきたいと思います。当初のランニン

グコストが想定していた使用量を高めに設定していたことになろうか

と思います。 

  

 入場者数が多かったらある程度変わってくると思う。それとは関係

ないのか。 

 

 当初予算計上させていただくときに入場者の数について見込んでい

た数字とほぼ変わらないような数字になっておりますが、入場者数の

増減によってこういう光熱水費が変わるということではないと理解し

ております。 

 

 ４，３００万円組んでいて、約８％ほど見積が変わってくるという

のはどこで積算されたのか。 

 

 この施設の設計をお願いいたしました設計業者の方に１年間の電

気、ガス、水道にかかわる施設のランニングコストを類似の施設も参

考にしてもらう中で算出していただいて、予算を計上させていただい

たということであります。そういうことで、電気、水道、ガスにつき

まして使用していく中で、実績を積み重ね今現在の数値で減額をお願

いしているものです。 

 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 議案第５号、平成１２年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）につ



 22 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

環境対策

課長 

 

委員長 

 

吉川委員 

 

環境対策

課長 

 

里川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

いてのうち、当委員会に属するものについて、当委員会として了承す

るということでよろしいですか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。本件については、当委員会としてこれを了承

することといたします。 

  それと、前回の委員会で吉川委員から特定家電指定引取場所の位置

図を提出してほしいということでしたので、今お手元にあります資料

の説明をお願いいたします。 

 

  （別紙資料により説明） 

 

 

 この件について何か質問ございますか。 

 

 Ａグループは松下と東芝、Ｂグループは・・・ 

 

 日立製作所、三菱電機、三洋電機、シャープ、ソニーの大手５社で

す。 

 

 前に家電リサイクルの流れで表をいただいたときに、今課長がおっ

しゃったような形で、Ａグループが松下、東芝とおっしゃっていたの

ですが、けれども電機メーカーはかなり小さいのも入れたらたくさん

あると思う。Ａ・Ｂ以外のメーカーもどちらかに入れるということを

前回の委員会で報告を受けているのですが、その所属方についてはき

ちんとあらゆる日本に存在する電化製品、４つの特定家電については

分類方がきちんとされて、これを委託すべきシルバー人材センターと

もこの辺について協議していただいているのかどうか気になっている

のですか。 
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  たくさん名前があるのですが、ほとんどＡグループＢグループに分

けさせていただいておりますので、現在できるように聞いております。 

 委託先というのは、まず買い換え、買い入れの時点でそういうもの

をしていただきますので、万が一そういうものが出来ない場合、町は

最終引取ということで、それについては今後その委託先と話を煮詰め

ていく中で決めていきたいと思います。 

 

 ４月１日から実施されますので、町として一定のマニュアルなどを

作って、委託先と協議を済ませておくべきだと思います。 

  ２点気になっていることがあります。先日の委員会で説明があった

のですが、引き取りできる４つの特定家電製品で完全なものでしたね。 

完全な形をしたものとして報告をしていたと思うのですが、完全な形

をしたものでなければリサイクルできないということについては、委

託先もそうですが、住民の方にも徹底しておいていただきたい。その

点についてどのように考えておられるのか。 

 もう１点は、郵便局からリサイクル料をＲＫＣに振り込む形になる

のですね。先ほどからメーカーが違うとかいう問題があるのですが、

一部メーカーによって値段が違うところもあるんですよね。それとお

年寄りだけでお住まいになっていたら、ふっとした拍子に商品を間違

って振り込んだという事故が起こる可能性が必ずあると思うのです。

その場合返金が出来るのかどうか。その辺の所調査は進んでいるので

しょうか。 

 

 １点目の製品に対する完全な品物と一部破損している形の品物との

引取状況ですが、一応リサイクル率というのが決まっております。そ

れは完成品から何％引きなさいということになっていますので、ドア

１枚ないとか、ブラウン管が割れているとなると、その時点で指定さ

れた率ができないということで、事業所側は完成品しか受け取らない

という形になっております。それでその詳細について、照会をしてお
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りますが、まだ照会に対しての回答は来ておりません。する場合は全

国一斉にするということで、まだそういう回答が来ていないので詳し

いことは言えませんが、今の状況ではドアがないとかそういうものは

一般の廃棄物という対象になるということになりますが、その点あや

ふやなところがありますので、今後協会に詰めていきたいと思ってお

ります。 

 それと、リサイクル料金をもし間違って振り込んだ場合、返金とか

そういうことができるのかということですけれど、販売店でリサイク

ル料金を払う場合、間違った場合は販売店で返金が受けられます。た

だし、これは条件的には正しく発見された券であるということと、未

使用であるということ、７枚ぐらいの綴りになっておりますので、そ

れを順番にはがしていってそのルートを確認するというシステムにな

っていますので、１枚か２枚でもはずれておれば使用されたと判断さ

れますので、そうなったら返金ができないという形になっています。

それでその券には名前を書きますのでそれが間違いなく本人であると

いうことの確認だけをとるということになっております。恐らく郵便

局においても返金が出来ますが、これについては発券センターにも問

い合わせていますが、まだはっきりした方法論が確立されていません。

今現在では発券センターの方へ連絡してくださいということで、フリ

ーダイヤルが表示されるということです。詳しいことについては情報

が入り次第報告させていただきます。 

 それから委託業者の講習ですが、町にもこういう協会の方から店と

同じ様なマニュアルが来ておりますので、これに基づいて講習会を開

催する予定をしております。 

 

 これについては担当者も大変苦労なさっていると思う。法律が先に

出来て、後の段取りについて、こんなに身近になっても十分担当の方

が危惧するような問題についても回答が得られないという状況につい

ては、非常に苦労していただいているんだろうと思うのですが、一応 

スタートは４月１日からとなっておりますので、委託先や住民の方に
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よりわかりやすいようにいろいろな情報をどんどん出していただきた

いということをお願いしておきます。 

 

 最近奈良県警と運送会社との関係が言われていますが、その辺問題

はないのかどうか。 

 

 警察内部の問題でありますし、その関係については別段問題はない

と思います。 

 

 これは提案したいと思うのですが、いよいよ４月１日から粗大ごみ

も有料になりまして、家電リサイクル法もスタートしまして、不法投

棄についての心配を私もしています。担当課でもずっとパトロールを

していただいているということなのですが、まだ現実に悪質な投棄も

出ているように先日からも起こっているわけです。できましたら、担

当課だけががんばってパトロールするというのではなくて、職員の皆

さんに横の連携を取りまして、職員皆さん通勤とか出かけられるとか

いろんな中で、そういうものを見かけられたら素早く環境対策課に連

絡を取れるような形にしていただいて、対応を少しでも早く出来るよ

うに研究していただきたいなと思う。長いこと置けば置くほど便乗さ

れるケースもありますし、私が経験した中ではそこを環対の人でない

方がそこを何回か通っておられるという現状もありますので、そうい

う形でできるだけ全町あげてそういうものに取り組むという姿勢をも

ってもらいたいと思うのですが、さらに強化するようなお考えはどう

でしょうか。 

 

  この件につきましては、不法投棄に関し環境対策課の職員だけでな

しにみんなで取り組んでいこうと、たとえば環境パトロール車にもう

１人乗って関心を広めようということを言っているわけです。現実は

環境対策課の職員にやってもらっていただいておりますが、そいうこ

とで担当課にも指示をしています。また職員にも不法投棄されている
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ところを見て見ない振りをするということのないように、環境対策課

の方に通報するということをしてほしいと言っております。また町と

して総務の方で町長の命に従って、地域の状況を把握せよと、いろん

なことがあればそれを報告するということでございます。今後不法投

棄につきまして、全庁的な対応として一致団結しながら不法投棄の防

止に努めたいと思います。 

 

 続いて、その他について各委員からご質疑があればお受けいた 

します。 

 

 ４つほどお聞きしたいのですが、ごみステーションの設置ですけれ

ど、有料化の財源を使ってやりたいということで前に答弁いただいて

いるわけですが、その後どのような措置をされたのか。 

 それから奈良県ごみ処理広域化計画について、その後何か動きがあ

ったのかどうか。 

 それから４月１日からのごみの不法投棄対策について町の方でどう

考えているのか。これは建設課と重複なると思うのですが、環境パト

ロールとか道路パトロールをやっていただいていると思うのですが、

道路にしても工事中もう１か月以上もなるのに、町道に７台も８台も

同じ所に停まってあって、あまりなので近くに駐車場もあるので、私

お願いにもあがっているわけですが、いっこうに聞いてくれない。昨

日も担当の方にも行ってもらって、これは違法やから警察にも訴えま

すよと行ってもらっているのに、今日朝通ると同じ様な状態です。今

日も私お願いもしてまいりました。このようなことについてどうして

おられるのか。環境パトロールについても、場所を指定しますと目安

の宮さんの御幸橋よりに川へ降りていく道のところに単車が２０日ぐ

らいあると思う。それから三室井堰の川の中にも単車が落ちています。

これについて実際パトロールしてもらっているのに気がつかないの

か。やっぱりパトロールするならするで気がついたところはお互いに

指摘し合って、また協同で指導できるところは指導してもらえるよう
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にお願いしたいのですが、４月１日以後どういうお考えされているの

かお聞かせ願いたい。 

 

 １点目のごみステーションの整備事業ということで、私どもは平成

１１年度から取り組みさせていただきまして、平成１１年度は５カ所、

１２年度につきましては橋西１カ所、北庄２カ所、峨瀬１カ所の４カ

所を整備させていただいたところでございます。これにつきましては

車の入れないところを特に重点的に聞かせていただいております。今

後につきましては、そういう地域につきましても自治会に赴きそうい

うお話をさせていただき、１３年度におきましては５カ所ほど予算を

計上させていただき、これの関連として空缶鳥の整備をさせていただ

く中、そういうところへ還元もさせていただきたいと考えているとこ

ろです。 

 それと奈良県の広域化の問題でございますが、これにつきましては

前々回の委員会でもご説明させていただきましたが、私どもといたし

ましては奈良県で６ブロックある中当町は３ブロックに入っておりま

す。これにつきまして郡山市の方へお願いさせていただき、年内に何

とかできるようにお話もさせていただいたところでありますが、郡山

市に先だってお電話させていただいたら、時間の都合もあって取れな

いですが出来るだけ早くやらせていただくということを聞かせていた

だきました。またそれに伴いまして、県の方へお話しさせていただい

たら、今現在６ブロックありますが、ブロック毎寄っていただいた経

緯はないとのことでありました。しかしそれではいけないということ

を私どもお話しさせていただき、早速県の方から６ブロックの会長さ

んの方へこの３月末から４月に各ブロック長が赴きまして会議を開く

ように要請していることも聞いておりますので、私どももそれに基づ

き郡山市にそういうお話しをさせていただき、出来るだけ早く開いて

いただくように要請していただくよう考えております。 

 それとごみの不法投棄でありますが、４月１日から特に不法投棄さ

れる懸念がある中で、私どもについては役場全体の中でそういうこと
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も職員が理解する中進めていきたいと考えております。 

  それと４点目の環境パトロールを実施させていただいている中、先

ほどおっしゃっておりましたように目安の宮さんの所、もう１点は三

室井堰の所に単車があるということですが、私ども週に２，３回パト

ロールさせていただき目に止まらなかったということでございます。

それについては申し上げございません。十分気を付けたいと考えてお

ります。 

 それと昨日委員さんからもお電話をいただき、三室山の町道に車が

７，８台止まっているということで、早速出向いて現場の人にお会い

させていただき注意をいたしたところでありますが、まだ今日も止ま

っているということでございます。これについては西和署の方へ十分

申し入れ、注意徹底をいたしたいと考えております。 

 

 奈良県のごみ処理広域化計画についても、奈良県はもっと考えない

といかんと思う。そのことを強く声を挙げて言ってもらいたいと思う。

県でももっと動いてもらえるように要望方お願いしておきます。 

 それから前に提案しております、ボランティアにですね、４月１日

からでも指導員、監視員に腕章でも作って協力を呼びかけたらという

話をしておりますが、一向にそのことについて出てこなかった。これ

については考えておらないのかどうか。 

 

 以前から委員さんからそういう考え方で取り組んではどうかという

ご意見を賜っておりまして、一定のお答えをさせていただいておりま

す。今現在環境対策課の職員で対応させていただいておって、現状を

見る中ではそういう形で可能ではないかということで、考えて進めさ

せていただくということをお答えさせていただいておりましたけれ

ど、今後不法投棄等の実情を見る中で委員さんもご指摘をいただいて

いるような形で取り組むことも考えて、どういう形でするかというこ

とで検討させていただいております。今すぐに監視員さんに腕章を渡

して、そういう形でボランティアの方々にお願いしていくというとこ
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ろまではしておりませんが、一応そういうことも念頭に入れさせても

らって不法投棄との対策を講じていきたいと考えております。 

 

 ２点目のごみの広域化の問題ですが、昨年、県の環境対策課の課長

補佐と面談いたしまして、そしてこれについてどういう形で進めてい

くかということを協議させていただきました。その時には吉川委員に

も報告しておりますように、１２月と３月に１回１回寄ってもらうと

いうことの約束をしたわけでございますが、そのことがあってまだし

ていないということを確かめまして、さらに県の方に早くそういう方

向で進めるように要望していきたいと思います。 

  

 特に自治会に入っておられないマンション、これについては建設当

時に集積所を設けておられるわけですが、ところが町の方が指導され

ているような方法で集積されていない。これで自治会に入っていない

からと言ってなかなか指導が難しいとおっしゃるのはよく解るのです

が、その辺についてお伺いしたいと思います。 

 

 私どもはまず管理人さんにそういう話はさせていただいておりま

す。またその中で度々あるとしたら、私どもは管理人さんにきちっと

守ってもらえるよう話させていただかなければならないということで

ございますので、今おっしゃっておられる所につきましては、具体的

に聞かさせていただいて十分指導するように努めていきたいと思いま

す。 

 

 その他についてもこれをもって終ります。 

 なお、お手元に配布しております閉会中の継続審査申出書のとおり、

当委員会として引き続き調査を要するものとして、このように決定す

ることにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議ないし ） 
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町長 

 

委員長 

 

 異議なしと認めます。議長におかれましては、継続審査の手続きを

とっていただけるようお取り計らいをお願いいたします。 

 これをもって本日の案件についてはすべて終了いたしました。 

 なお、本日の会議の委員会報告のまとめについては、正副委員長に

ご一任いただきたいがご異議ございませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、閉会にあたり町長の挨拶をお受けします。 

 

  （ あいさつ ） 

 

 これをもって閉会いたします。（午前１１時４５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


